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令和５年度宮崎県介護施設等感染拡大防止対策支援事業 

（介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業）実施要領 

 

 令和５年度宮崎県介護施設等感染拡大防止対策支援事業（介護施設等における簡易陰圧装置の設

置に係る経費支援事業）を以下のとおり実施する。 

 

１ 事業の目的 

  介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、

気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室等に陰圧装置を据えるとと

もに簡易的なダクト工事等を行う事業について補助を行う。 

 

２ 事業概要 

(１) 補助対象事業者 

    宮崎県内に所在する別表に掲げる施設（定員規模は問わない）を運営する市町村又は法人 

【別表：補助対象施設】 

特別養護老人ホーム  介護老人保健施設 

介護医療院  介護療養型医療施設 

養護老人ホーム 軽費老人ホーム 

認知症高齢者グループホーム 小規模多機能型居宅介護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 有料老人ホーム 

サービス付き高齢者向け住宅 短期入所生活介護事業所 

短期入所療養介護事業所 生活支援ハウス 

 

(２) 補助対象経費 

補助対象事業者が簡易陰圧装置の導入に要する経費（諸経費を含む。）とする。 

【補助対象となる簡易陰圧装置】 

 陰圧状態が適切に確保できる機器のみを補助対象とする。 

 また、実績報告書の提出時に、陰圧状態が確認できる資料（差圧計等の写真、ダクト工

事を完了している写真等）の提出を求める。 

 

【補助対象に当たっての考え方】 

・陰圧状態を確保するためにダクト工事が必要なものは、事業終了までに当該工事を終えていること。  

・陰圧機能がない空気清浄機は、補助対象外とする。 

・差圧計等により、陰圧状態が適切に確保できることを確認すること。 
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【補助対象外経費】 

 次の①から④までに係る経費は、補助対象外とする。 

① 消費税及び地方消費税 

② 既に実施している事業に要する費用 

 （例：交付決定前に契約した工事、備品等） 

③ 他の国庫負担（補助）制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助 

 している事業に要する費用 

④ その他簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業として適当と認められない費用 

（例：予備部品（交換用フィルター等）） 

 

(３) 補助金の交付額等 

① 補助額 

１台あたり４，７１０千円を上限とする(※)。 

※千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 

※工事事務費（設計監理料等）については、主体工事費の２．６％に相当する額を上限とする。  

② 補助対象の限度台数 

施設の定員数を上限とする。 

なお、令和２年度から令和４年度までに、本事業により簡易陰圧装置を導入している 

場合は、当該台数を施設の定員数から引いた数を上限とする。 

    ③ 交付方法 

      精算払 

 

(４) 事業規模 

県予算額の範囲内とする。（令和５年度予算：１２５，０００千円） 

 

 (５) 選定方法 

    申請総額が予算額を超過する場合は、以下のとおり優先採択事項により選定することとする。  

    また、補助額や補助対象台数を調整し、減額する場合がある。 

 

    ○優先採択事項：補助実績がない又は少ない施設を優先する。 

・令和２年度から４年度までの補助実績 

     ・同一法人内の補助実績、申請状況 

     ・令和５年度１次募集における申請実績 
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３ 交付申請について 

(１) 申請書類（※） 

 提出書類 データ形式 

① 

ア 補助金等交付申請書（別紙１） 

エクセル 

ファイル 

イ 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援計画書（様式第１－３号） 

ウ 収支予算書（様式第２号） 

エ 申請額算出内訳書（様式第３号） 

オ 特別徴収実施確認・開始誓約書（様式第４号） 

カ 誓約書（様式第５号） 

② 納税証明書（県税に未納がないことの証明。申請日から３か月以内のもの） 

ＰＤＦ 

ファイル 

③ 個人住民税の領収証書（申請日から６か月以内のもの） 

④ 見積書（補助対象経費の金額、工事の内訳等が分かるもの） 

⑤ 
カタログ、パンフレット等 

（導入予定の陰圧装置及び陰圧機能が備わっていることが確認できるもの）  

⑥ 平面図（陰圧装置を導入する予定箇所が分かるもの） 

※上記の提出資料のほか、必要に応じて追加資料を求めることがある。 

  ※申請者が市町村の場合、①オ、①カ、②及び③は提出不要。 

 

(２) 申請方法（※） 

県電子申請システムにより提出すること（以下ＵＲＬからアクセス） 

① １次募集 【ＵＲＬ】https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/c7XeXuDW 

    ② ２次募集 【ＵＲＬ】https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/YNETU0eq 

    ※持参、郵送、メール等では、申請を受け付けておりません。 

    ※申請後、登録したメールアドレスに「受付完了メール」が届きます。 

    ※同一法人で複数事業所申請する場合は、事業所単位での申請書作成・電子申請をお願いします。 

 

(３) 申請期限（※） 

① １次募集 令和５年８月１３日（日）２３時５９分 

    ② ２次募集 令和５年１１月２６日（日）２３時５９分 

    ※申請期限を過ぎての申請は、一切受け付けません。 

    ※先着順による受付ではありません。 
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４ 令和５年度スケジュール（予定） 

 

（１次募集関係） 

○８月１３日  【事業所→県】交付申請書の提出期限 

○８月～９月  【県】交付申請書の審査、採択等 

○１０月上旬頃 【県→事業所】交付決定（交付決定通知書の送付）（※） 

         ※交付決定前に契約をした工事、備品等は補助対象外。 

 

（２次募集関係） 

○１１月２６日 【事業所→県】交付申請書の提出期限 

○１１月～１２月【県】交付申請書の審査、採択等 

○１月中旬頃  【県→事業所】交付決定（交付決定通知書の送付）（※） 

         ※交付決定前に契約をした工事、備品等は補助対象外。 

 

（共通） 

○交付決定後  【事業所】事業実施（陰圧装置の導入）（※） 

         ※令和５年度中（令和６年３月３１日まで）の事業完了（工事完了・納品）  

○事業完了後３０日以内又は令和６年４月２０日のいずれか早い期日 

  【事業所→県】実績報告書の提出 

○実績報告書提出後【県】実績報告書の審査等 

        【県→事業所】交付額の確定（確定通知書の送付） 

○交付額の確定後【事業所→県】補助金請求書提出 

○請求書提出後 【県→事業所】補助金額の交付（精算払） 

 

 

５ 問合せ先 

  担 当：宮崎県福祉保健部長寿介護課施設介護担当 

  電 話：０９８５－２６－７０５８ 

  メール：shisetsu@pref.miyazaki.lg.jp 


